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	北広島市
	犯罪被害者等への支援について
	～小さな理解が大きな支えに～
	北広島市では、犯罪被害者やその家族が受けた被害の回復や軽減を図り、 誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを 目的として、「北広島市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
	犯罪被害は、いつ、どこで、だれがあうか分かりません。
	　多くの人は、犯罪被害について「自分には無関係」だと考えてしまいがちです。しかし、ある日突然、犯罪や事故に巻き込まれ、命を奪われたり、傷を負ったり することが誰にでも起こりうるのです。 　また、犯罪や事件にあった本人だけでなく、その家族や遺族といった人たちも様々な困難に直面します。
	　被害にあった後は、周囲の人からの支えが大きな力になります。被害者の話をよく聴き、できるだけその意思を尊重しましょう。
	北広島市の制度の詳細は裏面をご覧ください。



	北広島市では以下の支援を実施しています
	(令和8年4月1日から)
	見舞金の支給
	遺族見舞金
	犯罪行為によりお亡くなりになった方のご遺族に見舞金を支給
	万円

	重傷病見舞金
	犯罪行為による負傷または 疾病により、療養に要する 期間が１か月以上と医師に 診断された方
	万円

	性犯罪被害見舞金
	性犯罪被害(不同意性交等または監護者性交等)を受けた方
	万円
	住 居 支 援

	転居費用助成金
	家賃助成金
	市営住宅への入居 に関する配慮
	犯罪被害により、従前の住所に居住し続けることが困難となった場合に、転居に要した費用を助成
	万円
	上限
	犯罪被害により、従前の住居に居住し続けることが困難となり転居した場合に、新たな住居での家賃を助成
	上限
	万円/1か月
	犯罪被害により、従前の住居に居住し続けることが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居の支援制度があります
	見舞金等は、犯罪行為が行われたときに北広島市内に住所を有している方が対象です。
	見舞金・助成金の支給を受けるには、必要な要件や申請期限があります。詳しくは、市民生活課に  お問い合わせください。





